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機械器具39 医療用鉗子（電動式のものを除く） 

一般医療機器 鉗子 10861002 

小児用ビトレクトミーレンズ鑷子 

【禁忌・禁止】 

本品は、滅菌処理を施した後、使用すること。 

 

【形状、構造及び原理等】 

 

【使用目的又は効果】 

 眼科手術に使用する鉗子 

 

【使用方法等】 

1.使用前に滅菌を行なう。（滅菌条件は【保守・点検に係る事項】参照） 

2.眼科手術に使用する。 

3.使用後は洗浄したのち、器具に劣化、破損が無いか確認し、保管す

る。 

 

【使用上の注意】 

1） 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。 

2） 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、先端の損傷、可部 

   の動き等に異常がないか点検すること。 

3） 使用目的以外の目的で使用しないこと．また、折損、曲がり等の

原因になり得るので使用時に必要以上のカを加えないこと。 

4） 先端部分は非常に微細な構造なので、直接触れないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1） 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐため   

  に保管期間の長短にかかわらず、必ず乾燥すること。 

2）  滅菌済みのものを貯蔵保管するにあたっては、再汚染を防 

   ぐため清潔な場所に保管をするとともに、病院の基準などに 

    従って有効保管期間の管理をすること。 

3）  高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて室温で保管する事。  

 

 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

1． 汚物除去、洗浄 

使用後、すみやかに洗浄を行うこと。 

詳しくは取扱説明書を参照すること。 

 

2．滅菌 

エチレンオキサイドガスまたはオートクレーブ 

EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌： 

滅菌指標 

 滅菌時間：最低1時間 

 滅菌温度：54℃ 

 空気置換：12時間 

オートクレープ滅菌： 

標準サイクル（滅菌布に包んで滅菌）は次のいずれかの条件で行う。 

滅菌時間：最低15分 滅菌温度：134℃ 

または 

滅菌時間：最低30分 滅菌温度：121℃ 

＜注意＞ 

オートクレーブには滅菌蒸留水を必ず使用すること。 

 

【包装】 

包装単位：1本 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造業者 

Ocular Instruments, Inc. 

米国 オキュラー社 

 

製造販売業者 

アールイーメディカル株式会社 

RE MEDICAL, Inc. 

本 社： 

〒540-0011大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号 

TEL (06)-4794-8220(代表)

 


